
治験受託数を増やしたい

case

3

（Centriol-ONEに審査依頼するかどうかの判断は

先延ばしで構いませんので）

基本契約だけでも締結しておきませんか？

から医療機関へのご提案

- 治験依頼者からCentriol-ONE事務局に問合せがあった場合、『当IRB
と基本契約を既に締結している医療機関一覧』をご提示する予定で
す。（モチロン、提示することを事前に承諾いただいた施設のみ）

- 治験依頼者にとって一括審査はメリットが多いとされており、当該
一覧を参考に候補施設を選定することもあると考えております。

- あくまで「基本契約がある」というだけですので、実際に当IRBに
審査依頼をするかどうかは、治験依頼者から打診があってから個別
に判断いただいて差し支えありません。

- 上記の点で、治験受託数の増加という点でもお役に立てますと幸い
です。（なお基本締結の締結に関し、費用は掛かりません。）

想定される医療機関の方々のお悩み

少し詳しく

上記に関しCentriol-ONEでご支援することが可能です。ご質問やご要望がございましたらお気軽に
お問合せ下さい。【Centriol-ONE事務局：information@centriol-one.com】


